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i

N

タ
ル
収
続
及
物
枕
ノ
範
閣
内
エ
テ
ハ
悌
国
ノ
借
業
税
(
骨
形
的
標
準
一
一
ヨ
ル
ノ
)
Y
相
封
的
与
成
功
dv
タ
ル
解
決
也
ト
イ

珂

7
y
、
賃
貸
債
格
一
一
E

ル
ノ
偉
業
税
ハ
一
層
然
り
ト
イ
フ
ヨ
ト
チ
得
ル
。

五
牧
入
禁
宮
及
共
腕
仲
力
l

|
此
賃
貸
債
総
ア
標
準
ト
ス
戸
郎
事
業
枕
ヲ
行
ブ
ニ
於
-7
共
枚
入
ガ
、
過
小
ト
ナ
リ
ρ

セ
ー
ヵ
収
入
ノ
属
仲
カ
ァ
失
ヒ
山
セ
デ
刀
ト
イ
プ
必
即
モ
ア
ラ
?
ガ
、

y
y
ナ
必
舵
ρ

ナ
イ
。
其
-
一
ヨ

Y
7
十
分

ノ
収
入
ヲ
得
一
プ

y
p
見
込
ガ
ア
ヲ
、
軍
一
標
準
-
一
依
戸
ガ
故
ニ
必
要
-
一
感
ジ
ア
枕
翠
ヲ
増
減
マ
ハ
戸
コ
ト
ρ

少
ク
ト

三
〆
夕
日
数
標
準
ヲ
用
ユ

Y
場
合
ヨ
η
ノ
モ
容
易

a
一7

ア
y
o
賃
貸
債
格
モ
時
勢
ノ
進
歩
ユ
従
ヒ
増
加

γ
ツ
ツ
ア
Y

カ
一
フ
、
之

ヨ
一
ヨ
戸
川
皆
業
枕
ノ
牧
入
額
山
大
腕
旧
盆
々
増
加
ノ
一
方

J

プ
ア

y
o
s
似
リ
ニ
今
日
本
-
一

-7
之
ヲ
採
用
ス

Y

ト
ジ
ア
現
在

ノ
牧
綴
ρ

賃
貸
償
絡
ノ
約
四
分
一
一
準
日
一

-7
十
分
デ
ア

L
設
三
四
)
、
過
去
十
年
間
ノ
安
蹟
カ
一
フ
推
λ

ト
現
行
ノ
多
数

標
準
-
一
依
Y

ヨ
リ
ノ
宅
賃
貸
償
栴
ノ
ミ
旦
依
Y
方
ガ
収
入
ノ
一
層
ノ
増
進
7
見
Y

ヲ
得
べ
さ
プ
思
ρ

ジ
ム
戸
{
註
三
証
)

U
 

(
註
=
一
四
)
現
-
一
控
物
賃
貸
債
格
チ
根
拙
ト
ス
ル
酷
官
業
十
回
種
ノ
賃
貸
領
特
円
中
主
一
、
=
一
回
=
一
、
九
五
λ
圏
一
ア
(
大
正
五
年
度
}
、
立
(
他
ノ
十
二
種
替
業

ノ
賀
賃
値
格
チ
収
税
償
絡
ヨ
リ
類
推
ス
レ
パ
約
一

o、
0
0
0
、0
0
0固
ト
ナ
ル
。
此
計
八
千
三
百
高
岡
苛
リ
現
地
瓶
二
千
二
百
高
岡
チ
得
ル
-
一

戸
時
永
岡
分
一
寧
-
一
一
ア
足
ル
間
定
ト
ナ
ル
。

(
註
=
一
五
)

偉

業

税

収

額

1
l
j
 

金

額

(

岡

)

比

率

一
一
己
、
古
口
、
夫
五
一
口
口

ユ問、一一虫、口
A

Z

-

-

昌

一一品、八一円、山
A

t

-

-
ニ
4

一一六、旦{]己、
Z
E
四
一
一
言
一

己E
、一一回、
E

口

五

ご

出

建
物
質
一
貸
侭
格
め

!

ー

金

額

(

困

)

比

率

百四、出一一回、ェ一
4

一口口

三
(
、
内
同
一
、
八
六
由
一
ご
一

芝
、
八
一
円
、
口
一
目
一
山
一
口

話
、
口
出
口
、
一
八
宜
一
-
一
田

昌回、五
Z

一
一
、
口
同
豆
一
日
昌

明

治

四

十

辛

同

四

十

一

年

同

四

十

二

年

同

四

十

三

年

前

四

十

四

年
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足

元

年

二

年

三

年

四

年
五

年

大同問
問

同
同回

大
他
枕
ト
ノ
関
係
|
|
特
一
一
我
邦

3

7

山
園
税
ト
シ
ア
家
屋
税
ノ
ナ
キ
ヨ
ト

J
7
7
F
カ
ラ
、
側
一
奥
-
フ
建
物
賃
貸

債

格

7
債
準
ト
ス

Y
修
業
税
ヲ
隠
ム
庁
ノ
理
由
ガ
ア
戸
(
註
三
大
}

Q

之
J

一
ヨ
?
家
屋
税
ノ
一
部
ヲ
行
フ
ヨ
ト
ニ
モ
ナ

-耳、苦八、ョ一会

一一晶、八一一そ四日ロ一一

ニ八、丸山耳、八四八

一=、さ一耳、国肉声

ユ一つ山田回、八苧ハ

一-一昌一号一一日一八
一ロゴ一

一
口
出

日司八、口山口、一回耳耳

八一三角一
J
一2

A
E

一、八王、白人入

内向、五口耳、主」一(

芸
品
、
且
皇
、
h
E
A

一回-一一一回
4

-五ニ一ユ内一az

y
o
勿

論

家

屋

枕

ρ

家
屋
所
有
主
ニ
日
正
門
家
屋
牧
錨
-
一
ツ
キ
課
税
ス
戸
毛
ノ
デ

7
p、
軌
官
業
税
-
一
一
プ
家
屋
ヲ
標
準
-
P

V
ア
毛
並
〈
戸
家
屋
ノ
使
用
者
三
諜
見

Y

コ
ト
ト
ナ

9
共
性
質
ヲ
奥
山
一
ス

Y
ク

V

ト
毛
、
賢
際
ニ
ハ
家
屋
税
ノ
税
額

片
少
グ
ト
一
主
一
部
ρ

叉

ハ

出

来

Y

グ
ケ
多

y
家
主
ヨ

p
借
屋
人
ニ
鞠
嫁
月

y
コ
ト
ガ
努
メ
ラ
レ
、
経
業
家
屋
ナ

ν

バ
帥
管
業
者
ノ
負
抽
ち
一
ナ
Y
可
能
7

Y

モ

ノ

テ

ア

ケ

f
フ
、
耐
官
業
税
ニ
ア
家
屋
ヲ
標
準
ト
λ
Y
コ
ト
ガ
家
屋
枕
ノ
一

部
ヲ
賀
行
月
戸
コ
ト
ユ
ナ
Y
。

(誌
E

一
穴
)

勿
論
此
蝿
由

ρ
H本
一
家
屋
税
ず
作
ラ
ル
ル
コ
ト
ニ
ナ
レ
バ
無
用
ト
ナ
ル
屯
ノ
デ
ア
ル
。
先
毛
一
且
肱
商
業
用
建
物
一
一
盛
時
時
枕
ず
課
k

ラ

ル
ル
コ
ト
ニ
ナ
レ
パ
、
主
(
上
少
グ
ト
宅
此
程
J

建
物
ニ
山
割
引
V

テ
ハ
、
家
屋
税
無
用
ト
イ
フ
ヨ
ト
宅
イ
A

ル
。
原
名
政
治
家
ハ
日
グ
、
瞥
業
用
建
物

ノ
課
税
テ
家
屋
税
ノ
中
エ
テ
課
λ

ル
ヨ
ト
カ
附
阜
デ
ナ
イ
ト
キ
土
俵
帝
之
三
タ
キ
原
則
Y
可
ナ
q
大
ナ
ル
鑓
形
チ
喪
ス
ル
ト
宅
倍
業
税
ノ
中
ニ

入
ル
ル
コ
ト
テ
得
ル
デ
ア
ヲ
ウ
ト
、
め
い
ぜ
ん
は
る
さ
ρ
日
グ
、
倍
巣
用
建
物
J

管
業
-
一
放
下
サ

ν
タ
ル
資
本
ニ
阻
ス
ル
。
此
ず
英
利
子
チ
替
業

利
得
ノ
中
ユ
産
ミ
い
明
記
随
フ
ア
既
-
一
替
業
枕
ヨ
り
課
ゼ
ラ
レ
タ
宅
ノ
デ
ア
ル
。
比
建
物
-
一
封
ス
b
p

課
税
(
家
庖
稜
ヌ
同
一
財
産
一
河
本
ノ
二
重
椋

関

税
チ
意
味
ス
ル
ト
。

前
ホ
家
屋
税
チ
設
グ
ル
ト
V
テ
宅
賃
貸
債
格
-
一
依
り
得
作
蕗
=
テ
ρ
之
司
一
依
ツ
テ
課
税
Z

ル
チ
謹
7
〈

V
ト
『
ハ
ル
。
ば
す
て
l
ぶ
ゐ
ハ
臼
グ
、
家

凪
官
業
税
ノ
課
税
標
構
(
=
、
完
)

5'1>. 
ii1lll 

説

第
式
出
唖

四
九
}

(
節
回
蹴

五
O
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億

崎

市

税

ノ

課

税

標

喰

(

二

、

完

)

(

靖

国

競

屋
積
一
一
閥
ス
ル
殺
謹
円
賦
課
棟
構
ト
V

テ
其
債
値
チ
採
ル
コ
ト
叉
ハ
出
来
ル
ナ
一
ブ
パ
其
年
収
チ
採
ル
ヨ
ト
-
一
ア
ル
ト
、
ふ
い
す
ち
ん
ヤ
ハ
臼
グ
底

屋
税
品
テ
ハ
屋
買
収
益
ず
白
用
建
物
及
建
物
部
一
一
宅
標
準
タ
ヲ
サ
ル

A

カ
ヲ
サ
ル
唯
一
ノ
基
礎
デ
ア
ル
k
p

、
そ
ざ
ふ
す
告
I
ハ
日
グ
耽
盆
Y
建
物

ノ
倒
佐
官
官
定
ニ
グ
キ
通
例
利
用
サ
ル
ル

l
l枇
益
ノ
升
ニ
滴
位
、
生
産
費
、
費
侃
等
チ
宅
確
知
V

テ
之
-
一
ヨ
首
，
煩
値
チ
決
定
ス
ル
ノ
原
則
Y
行
ρ

伽
刊

ル
ル
ト
。

論

読

五
O

五
O 

第
六
巻

其:

本
提
陪
-
一
依
Y
課
税
ノ
構
造

へ
キ

ρ

第
一
-
一

既
ニ
賃
貸
債
格
ヲ
標
準
ト
シ
一
7
帥
営
業
税
ヲ
設
ケ
叉
ρ

之
ア
政
ム
戸
ト
ジ
ァ
、
英
構
造
上
是
非
ト
モ
解
決
vv
置
ク

一
英
賃
貸
債
格
ρ

資
際
ノ
カ
評
定
ノ
カ
|
|
ト
イ
ア
コ
ト
デ
ア
戸
ガ
、
此
ハ
矢
張
リ
現
代

J

ア

ニ

属

議

務

者
7

ジ
ア
貰
際
ノ
其
ヲ
申
告
セ
シ
メ
愛
ニ
之
7
委
員
舎
-
一

-z
一
定
ノ
標
準
-
一
従
ヒ
及
他
/
義
務
者
ノ
ヲ
毛
参
酌
ジ
ア
之

ヲ
漣
首
会
卒
ユ
修
正
決
定
セ
ジ
ム

Y

ヲ
選
プ
ペ

V
ト
ス

F
。
筒
人
ノ
申
告
ヲ
排
除
月
戸
ゴ
ト

ρ

不
穏
嘗
J
7

ア
Y
J
刀、

去
F
ト
ア
笛
人
間
ノ
特
別
闘
係
ニ
ヨ
戸
優
位
決
定
/
ミ
ユ
依
-
ア
ハ
会
卒
三
池
ρ

旦
。
次
-
一

二
共
獲
物
ノ
直
接
替
業
用
ノ
部
分
ノ
賃
貸
債
格
ト
ス

Y
カ
間
接
ノ
分
ヲ
毛
合
メ
戸
カ
|
|
デ
ア
戸
日
月
、
是
-
一
グ

キ
ア
ハ
由
来
嘗
業
者
ノ
閑
ュ

ρ

直
接
ノ
分
ノ
ミ
ニ
限
定
セ
ヨ
ト
イ
ヌ
要
求
ガ
多
イ
。
併

γ
其
U
J
7
ρ

取
締
ガ
困
難

デ
仕
様
ガ
ナ
ィ
。
帥
営
業
場
ト
同
一
構
内
ニ
ア

F
以
上
士
会
然
憐
業
日
一
一
蹴
係
ナ
ジ
ト
イ
7
確
謹
ナ
キ
限
り
原
則
ト

ジ
-
7
ρ

帥
官
業
用
ト
見
倣
U
J
7
課
税
椋
準
ト

Z

Y

ノ
外
A

ナ
イ
。

y
レ

J
7
ρ

特
-
一
回
舎
町
ナ
ド
ニ

ρ

往
平
ア

Y
如

夕
、
大
キ
ナ
家
屋
ノ
中
-
一
ア
小
サ
ナ
替
業
ヲ
鋳
1

2

ト
ガ
ア
U
F
O

共
-
一
ハ
温
室
負
捨
ト
ナ
戸
ト
イ
ア
ガ
、
其
ノ
大
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ナ
Y
建
物
ノ
中
-
一

-7
笹
守
山
F
Y
ダ
ケ
甘
パ
庖
ノ
信
用
ガ
小
建
物
ノ
中
-
ニ
皆
マ

y
y
ヨ
ヲ
モ
犬
ナ
戸
コ
ト
ヲ
得
、
牧
盆

毛
自
然
大
ナ
戸
ゴ
ト
ガ
曲
家
Y
誇
デ
、
共
デ
援
合
、
包
内
多
少
附
イ
一
7

居
戸
。
共
ノ
堪
エ
-
一
7

V

ナ
イ
ダ
ケ
デ
ハ
別
ノ

庭
ニ
小
サ
ナ
建
物
ノ
中
品

57
笹
ム
コ
ト
ニ
マ
ハ
V

バ
一
長
イ
。
或
一
人
ダ
ケ
デ
ナ
ク
凡
へ
ア
ノ
替
業
者
ガ
皆
ナ
此
主
義

デ
課
税
サ

y
y
ナ
ラ
バ
別
ニ
オ
亙
ノ
悶
ニ
不
H

公
平
ρ

ナ
イ
諜
デ
、
其

-
-
Y
過
重
負
強
ト
ナ
戸
ダ
ケ
ハ
自
然
ノ
調
節

ガ
段
年
行
ρ

V

ア
カ
ラ
-
一
遂
ニ
温
室
デ
ナ
イ
ヨ
ト
旦
ナ
戸
。
第
三
品

三
ん
へ

7
ノ
管
業
者
一
一
課
ス
戸
力
一
定
最
小
限
以
上
ノ
モ
ノ
ニ
限
Y

カ
|
|
ニ
ヲ
イ
ア
ρ

一
定
最
小
限
以
上
ノ

賃
貸
債
格
/
建
物
ヲ
使
用

R
Z皆
業
三
課
月
戸
コ
ト
ト
見
ヘ
キ
デ
ア
U
F
{

註
三
宝
。
其
ρ

一
方
農
業
者
一
一
向
ア
地
租

ノ
外
立
管
業
税
ヲ
課
セ
ザ
戸
理
由
ガ
其
大
多
数
ガ
小
規
模
ナ
Y

毛
ノ
デ
之
7
負

7
ノ
像
力
ナ
キ

4

一
存

λ
y
以
上
、

商
工
業
ノ
方
ニ
ア
品
開

p
小
ナ
戸
毛
/
円
帥
官
業
税
ヲ
菟
除
R

Y
ヲ
至
嘗
ト
ス
戸
ノ
ト
、
他
方
賃
貸
債
格
品
依
庁
課
枕

d
N

犬
艦
大
替
業
君
ヲ
有
利
ト

V
小
帥
官
業
者
ヲ
不
利
ト
ス

Y

傾
7

w

F

ノ
ト
(
誓
て
八
了
一
因
y
n

(
註
一
=
七
)

L
え
ふ
れ

1
ハ
偉
業
枕
テ
中
及
大
陸
業
ノ
祇
ト
ス
ル
ヨ
ト
チ
稽
品
ル
。
ろ
っ
し
め
l
モ
亦
替
業
利
得
ノ
頗
L
W

小
ナ
ル
屯
ノ
ハ
寧
ロ
覧
税

ス
ペ
キ
デ
ア
ル
ト
イ
プ
。

【註
E

一
八
}
註
二
一
審
照

四
税
率
1
l
ρ
会
部
T
ノ
上
ヨ

9
ρ
累
進
ト

Z

Y

ヲ
至
嘗
ト

z
y
。
大
欣
盆
ヲ
奉
グ
戸
帥
官
業
者

ρ
小
牧
盆
ヲ
翠
グ

山F
者
品
目
比
uv
割
合
ニ
小
屋
賃
ノ
建
物
7
利
用
ス
U

F

7

例
ト
ス
戸
カ
ラ
デ
ア
戸
。
併
V
賦
諜
徴
牧
ノ
簡
易
ノ
翁
メ
ニ

ρ
比
例
ガ
勝
戸
。
此
一
一
累
進
ト
比
例
ト

ρ
一
長
一
短
ア

1
7
、
副
官
業
税
-
一
於
47ρ
所
得
税
ノ
如
ク
本
質
上
累
進
ヲ

Z告

設

偉
業
砥
ノ
課
税
標
準
(
二
、
完
)

第
ム
ハ
品
世

第
四
蹴

玉

王
C
三
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言荷

説

五
O
四

(
第
四
腕

倍
業
積
ノ
課
税
根
惜
(
二
、
完
}

第
六
巻

1i. 

探
Y
7
要
月
戸
毛
ノ
ト
異
リ
、
必
Z

V

モ
累
進
ァ
採
ラ
ナ
ケ
V

バ
ナ
ラ
旦
ト
イ

y
コ
ト
ρ

ナ
イ
。

結

論

以
上
要
之
管
業
税
ノ
課
税
標
準
如
何
ρ

古
ク
ヨ

9
/
難
問
デ
、
我
邦
-
一
-
プ
モ
苦
情
ノ
種
J
7
7
y
J
刀
、
数
多
外
形

的
標
準
ノ
結
合
-
一
依
戸
ノ
モ
牧
盆
-
一
依
戸
ノ
モ
一
問
看
ノ
混
合
-
一
依
Y

ノ
モ
就
V

モ
不
満
足
デ
ア

Y
。
却

y
-
7
使
尉

建
物
/
賃
貸
債
務
-
一
依
Y

ノ
ガ
長
簡
単
デ
、
産
業
及
道
義
ヲ
座
泡
セ
ザ
ス
且
ツ
諾
他
/
利
盆
ア
モ
有
7
0
多
少
会
苧

-
一
反
ス
戸
線
ρ

ア
y
d
N
、
之
7
蹄
談
γ
宥
想
ス

Y

ダ
ケ
ノ
理
由
モ
7

y
。
特
-
一
此
ガ
日
本
ノ
事
情
-
一
ハ
遊
初
ナ

y

所
以
ノ
弔
ノ
モ
ア
戸
。
予
ρ

敢
ア
之
ヲ
動
ム
戸
。
筆
者
ハ
動
モ
ス
レ
バ
帥
営
業
税
ニ
ツ
キ
純
牧
盆
主
義
叉
ρ

所
得
主

義
ニ
向
7

ノ
ガ
大
勢
ト
毛
イ
ア
が
(
註
三
九
三
成
程
其
が
理
想
デ
ρ

ア
七
刀
、
附
官
業
枕
-
一

ρ

少

V

ク
特
別
ノ
事
情
dN

ア
Y

ヤ
ウ
デ

7

F
。
特
二
日
本
ノ
質
業
界
ノ
抗
勢
」
一

ρ

何
ヲ
モ
共
理
想
-
一
進
ミ
一
兼
子
戸
モ
ノ
ガ
ア

y
。
賃
貸
償
格

標
準
ト
イ
ヘ
バ
如
何
-
一
吉
此
税
ニ
ア
ツ
ア
ニ
復
古
的
退
却
的
(
註
凹
O
}
ノ
ヤ
?
プ
ρ

ア
七
月
、
趨
資
ナ
戸
以
上
ハ
復

古
明
記
却
亦
タ
己
ム
ヲ
得
ナ
イ
。

(
註
=
克
}

ふ
い
す
ち
ん
ヤ
ハ
日
グ
収
益
ノ
基
礎
ニ
於
ケ
ル
普
将
官
ノ
倍
叫
華
麗
ハ
最
大
ノ
進
歩
チ
成
ス
ハ
。

(
註
四
O
)

こ
I
ι
ρ
日
グ
替
業
税
ハ
始
メ
ニ
ハ
利
用
サ

v
a
ル
場
昆
ノ
賃
貸
煩
格
ニ
基
キ
タ
ル
宅
ノ
デ
ア
ル
ド
い
蓋
V

悌
蔚
西
ノ
一
七
九
一
年
ノ

某
チ
指
ス
ノ
デ
ア
ル
。
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